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□ 我が国では、二千年以上の永きにわたり、人間の生存にとって不可欠な食料を確保する農地と水に連綿と手をかけてきました。

Ⅰ．土地改良の歴史と意義

１．世代を超えた歴史的な財産である農地と農業用水

これは、太古の時代から時々の政府等が取り組んできた農地と水の開発の歴史です。

□ 農地と水利施設が概成した現在、この歴史的な仕事は「保全管理」の段階に至っており、これらを良好な状態で次の世代に引き継ぐ

必要があります。ただ、私たちの世代になって、厳しい農業情勢を受けてはじめて農地が減少する事態が発生しています。
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●稲作の登場
・弥生時代中期に東北地

●国家による農地・水利
の強力な整備拡充

●近世の用排水システム確立

関東平野の大開発

●近代的土地改良制度確立
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き
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果

※施設数は基幹的施設を対象

弥生時代中期に東北地
方まで北進した稲作

の強力な整備拡充

・今日にも残る条里制
・関東平野の大開発 ・地域農業振興に大きな寄与 これらの貴重なストッ

クの機能を効率的に
維持し、有効に活用
することにより、戸別
所得補償制度を下支

垂柳遺跡（青森県） 見沼代用水（埼玉県・東京都） 安積疏水（福島県）

所得補償制度を下支
えする農業農村整備
事業の展開へ

周防国府跡（山口県） １



２．稲作の登場から近世に至る新田開発

○ 初期の水田は、比較的水を得やすい河川の下流部や谷地の湿地を利用し、その後鉄製農具の普及とともに湿地以外にも水田が拡大。

○ 大化の改新(7世紀)により、公地公民制、班田収授法を採用。農地や水利の整備拡充が強力に進められ、今日にも残る条里制が確立。
模 農 模 各 が進○ 中世に至り領主による大規模新田開発と、農業者による小規模開発の２つの形態によって各地で開発が進展。

○ 江戸時代以降、各地で大規模な新田開発（安土桃山時代の耕地面積：約１５０万町歩→１００年後の元禄時代：約３００万町歩）が
なされ、今日に至る農業農村整備の原型を形成。

○垂柳遺跡(青森県) （弥生時代中期）○農業水利資産の発展過程 ○近世における石高の増加

～農業水利資産は、我が国農業の大宗を占める
稲作の展開とともに段階的形成～
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3．近代的土地改良の制度確立

○ 明治時代になり、士族の失業対策や殖産興業のため、各地で開発事業。大規模直轄事業として安積疏水、那須疏水を整備。
北海道開拓も重要課題とされ 明治2年に開拓使が置かれ 急速に進展北海道開拓も重要課題とされ、明治2年に開拓使が置かれ、急速に進展。
○ 明治後期にはプロイセンの土地整理法の考え方を導入した耕地整理法(明治32年)や水利組合法(明治41年)を制定し、
近代的土地改良の制度的基礎を確立。
○ 昭和に入ると、いわゆる「昭和恐慌」の中で農村は破局的な危機。政府は積極的な公共投資政策を打ち出し、国営事業の
さきがけとして巨椋池干拓に着工し 田沢疏水 三本木原など多くの国営開墾事業も実施

おぐらいけ

さきがけとして巨椋池干拓に着工し、田沢疏水､三本木原など多くの国営開墾事業も実施。

○安積疏水の整備
・明治期の疏水整備以降、開拓や用水確保・施設改修等のため
これまで数次にわたる国営事業を実施し、地域農業基盤を整備

○昭和初期における主な国営事業

～我が国有数の穀倉地帯を形成～
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 事業
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新たな用水需要及び老
朽化に対応

 事業
受益面積 4,510ha

工　　期  平成9年～20年度

目　　的
老朽化に伴う用水路改
修
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4．食料供給の基幹を担う大規模農業地域

○ 昭和初期に国直轄で開発された地域は、現在に至る食料供給の基幹を担う大規模農業地域を形成。○ 昭和初期に国直轄で開発された地域は、現在に至る食料供給の基幹を担う大規模農業地域を形成。

○ 国営事業の実施を核として形成された農業地域は、全国の耕地面積の１／３程度を占め、麦･大豆等の主要穀物
の生産は４割から５割を占める。

・国営事業の実施を核として形成され
た農業地域は

食料供給の基幹を担う大規模農業地域

計 うち田 うち畑

全国*1 465万h 253万h 212万h

た農業地域は、

全国の耕地面積の１／３程度

全国*1 465万ha 253万ha 212万ha

うち
国営*2

156万ha
（34%）

93万ha
（37%）

63万ha
（30%）

※1 H１９年度現在で農林水産省調べ。農

※2 H１９年度現在で農村振興局調べ。

作付面積（千ha） 生産量（千t）

麦・大豆等の主要穀物は４割から５割を占める

作物名

作付面積（千ha） 生産量（千t）

対象

地域
シェア

対象

地域
シェア

水稲 630 38% 3,377 39%
麦類 137 52% 607 55%
大豆 58 42% 106 47%

市町村別の農林水産統計（Ｈ19）を元に農村振興局において集計
４



5．土地改良法の制定、食糧増産の時代、基本法下での対応

○ 昭和24年に戦後の農業農村整備事業の発展の出発点となる「土地改良法」を制定し、農家の申請・同意による事
業実施を制度化業実施を制度化。
○ 戦後の食糧増産の時代においては、緊急開拓、水源開発などによる土地生産性の向上に重点。その後、高度成長
期を迎える中、新たに大規模総合開発に取り組み、愛知用水、石狩川の篠津泥炭地域開発、根釧原野の開発事業
等に着手。
○ 旧農業基本法の下では ほ場整備に伴う大型機械導入による労働生産性の向上等の構造政策を推進 その後の食料○ 旧農業基本法の下では､ほ場整備に伴う大型機械導入による労働生産性の向上等の構造政策を推進。その後の食料･
農業・農村基本法下におけるほ場整備を契機とした担い手への農地利用集積、集落営農・法人化等の施策に至る。
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利用集積

・ほ場整備を実施し、大型機械の
導入による労働生産性を向上
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